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○意見/理由 

この度原子力規制委員会より提示された「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律施行令及び東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部を改正する政令(仮

称)(案)」に関連する内規(案)等は、核燃料施設等の安全性を高めるために非常に重要な意義

を持っております。 

核燃料施設等の高い安全性が確保され、有効に維持されるために、当該内規(案)等は最新

の科学的根拠に基づくものであることはもとより、技術の進歩及び産業界の不断の改善を柔

軟に反映できるものとすることが重要と考えます。 
 
1.要望事項 

今回示された内規(案)に規定されている内容をより有効なものにする観点に立ち、以下の要

望を致します。 
◆内規(手続き等に関連するもの) 6.加工施設及び再処理施設の安全性向上評価に関する運用

ガイド(仮称) 
 ・米国NRCでは、審査の質と一貫性を維持する為に、審査案件毎に標準審査指針(Standard 

Review Plan)を作成しており、申請者及び公衆が審査に対する理解を深めることを目的

に公表されている。 
また、NRCスタッフは審査の結果を安全評価報告書(Safety Evaluation Report)として取

り纏めている。そして、その際に申請者と合意に至らなかった事項については、NRCス

タッフと申請者とで更に議論を行い、未合意事項がすべて解決された時点で最終的な

SERが作成される制度となっている。 
我が国でも、同様な透明性の高い制度にすべきと考える。 

 
日本電機工業会としては、以上の点を規則類等に反映頂くことを希望致します。また、新規

制基準施行後は、審査が遅滞なく進められることを期待します。 
 

以上 


